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議案第７４号                                      主要改正点 

  ・大阪広域水道企業団の共同処理する事務に藤井寺市、大阪狭山市、熊取町及び河南町に係

る水道事業の経営に関する事務を追加したこと。 

  大阪広域水道企業団規約 新旧対照表   
 

新  旧 

   

本則 （略） 

 

別表第１ （略） 

別表第２（第３条関係） 

藤井寺市、泉南市、四條畷市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、忠岡町、熊取町、田尻町、

岬町、太子町、河南町、千早赤阪村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本則 （略） 

 

別表第１ （略） 

別表第２（第３条関係） 

泉南市、四條畷市、阪南市、豊能町、忠岡町、田尻町、岬町、太子町、千早赤阪村 
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議案第７５号                                      主要改正点 

  ・特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営

に関する基準の改正に伴い、条文中の文言を整理したこと。 

  大東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例 

 

新旧対照表 

 

新  旧 

   

第１条 ～ 第４１条 （略） 

 （特定教育・保育施設等との連携） 

第４２条 （略） 

２ ～ ３ （略） 

４ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定を適用しないこ

ととすることができる。 

 (1) 市長が、児童福祉法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって、特定地域

型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満３歳未満保育認定子どもを

優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供の

終了に際して、当該満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希

望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じていると

き。 

 (2) 特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著

しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 

５ 前項（第２号に係る部分に限る。）の場合において、特定地域型保育事業者は、児童福

祉法第５９条第１項に規定する施設のうち、次に掲げるもの（入所定員が２０人以上の

ものに限る。）であって、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連

携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 

 (1) ～ (2) （略） 

６ ～ ９ （略） 

第４３条 ～ 第５２条 （略） 

 

 第１条 ～ 第４１条 （略） 

 （特定教育・保育施設等との連携） 

第４２条 （略） 

２ ～ ３ （略） 

４ 市長は、特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこととすることができ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第５９条第１項に規定す

る施設のうち、次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに限る。）であって、市長

が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に

確保しなければならない。 

 (1) ～ (2) （略） 

６ ～ ９ （略） 

第４３条 ～ 第５２条 （略） 
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議案第７６号                                      主要改正点 

  ・家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、条文中の文言を整理したこ

と。 

  大東市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例 

 

新旧対照表 

 

新  旧 

   

第１条 ～ 第６条 （略） 

（保育所等との連携） 

第７条 （略） 

２ ～ ３ （略） 

４ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定を適用しないこ

ととすることができる。 

 (1) 市長が、法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保育事業者

等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置その他の家庭的

保育事業者等による保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基

づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 

 (2) 家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保が、著

しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 

５ 前項（第２号に該当する場合に限る。）の場合において、家庭的保育事業者等は、法第

５９条第１項に規定する施設のうち、次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに

限る。）であって、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力

を行う者として適切に確保しなければならない。 

 (1) ～ (2) （略） 

６ （略） 

第８条 ～ 第２３条 （略） 

 （職員） 

第２４条 （略） 

２ （略） 

 第１条 ～ 第６条 （略） 

（保育所等との連携） 

第７条 （略） 

２ ～ ３ （略） 

４ 市長は、家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保

が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこととすることができる。 

 

 

 

 

 

 

５ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、法第５９条第１項に規定する施設のう

ち、次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに限る。）であって、市長が適当と認

めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなけ

ればならない。 

 (1) ～ (2) （略） 

６ （略） 

第８条 ～ 第２３条 （略） 

 （職員） 

第２４条 （略） 

２ （略） 
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新  旧 

   

 (1) （略） 

 (2) 法第１８条の５各号及び法第３４条の２０第１項第３号のいずれにも該当しない者 

３ ～ ４ （略） 

第２５条 ～ 第３７条 （略） 

 （居宅訪問型保育事業） 

第３８条 （略） 

 (1) ～ (3) （略） 

 (4) 母子家庭等（母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６条

第４項に規定する母子家庭等をいう。）の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事

する場合又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由によ

り家庭において乳幼児を養育することが困難な場合への対応等、保育の必要の程度及

び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと市長が認める乳

幼児に対する保育 

(5) （略） 

第３９条 ～ 第４９条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) （略） 

 (2) 法第１８条の５各号及び法第３４条の２０第１項第４号のいずれにも該当しない者 

３ ～ ４ （略） 

第２５条 ～ 第３７条 （略） 

 （居宅訪問型保育事業） 

第３８条 （略） 

 (1) ～ (3) （略） 

 (4) 母子家庭等（母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６条

第４項に規定する母子家庭等をいう。）の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事

する場合への対応等、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育

を提供する必要性が高いと市長が認める乳幼児に対する保育 

 

 

 (5) （略） 

第３９条 ～ 第４９条 （略） 
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議案第７７号                                      主要改正点 

  ・市長の附属機関に大東市都市計画に関する基本方針策定市民会議を加えたこと。 

  大東市附属機関条例 新旧対照表   
 

新  旧 

   

本則 （略） 

 

別表（第２条関係） 

附属機関の属す

る執行機関 

附属機関の名称 担任する事務 委員の定数 

市長 
   

   

   

大東市景観審議会 （略） （略） 

大東市都市計画に

関する基本方針策

定市民会議 

大東市都市計画に関する基

本的な方針についての検討

に関する事務 

１５人以内 

   

   

   
    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本則 （略） 

 

別表（第２条関係） 

附属機関の属す

る執行機関 

附属機関の名称 担任する事務 委員の定数 

市長 
   

   

   

大東市景観審議会 （略） （略） 
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議案第７８号                                      主要改正点 

  ・放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、条文中の文言を整理

したこと。 

  大東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例 

 
新旧対照表 

 

新  旧 

   

第１条 ～ 第９条 （略） 

（職員の配置等） 

第１０条 （略） 

２ ～ ３ （略） 

４ 支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事又は地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市若しくは同法第２５２

条の２２第１項の中核市の長が行う研修を修了したものでなければならない。 

(1) ～ (10) （略） 

５ ～ ６ （略） 

第１１条 ～ 第２１条 （略） 

 

 

 第１条 ～ 第９条 （略） 

（職員の配置等） 

第１０条 （略） 

２ ～ ３ （略） 

４ 支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事又は地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市の長が行う研修を修了

したものでなければならない。 

(1) ～ (10) （略） 

５ ～ ６ （略） 

第１１条 ～ 第２１条 （略） 
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